
                       

地区公民館を拠点とした 

『市民と行政の協働のまちづくり』の取組状況（平成２１年度） 

 

  

１ まちづくり協議会の紹介 （６１協議会/６１地区） 
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２ 鳥取市の人的・財政支援 （平成２１年度） 

人的支援 

①①①①    市内６１地域(地区公民館が設置してある地域)に、市職員で構成するコミュニティ支援チームをおき、地

域の身近な課題解決や地域コミュニティの充実・強化のために、地域住民の皆さんと一緒に協議会の組織化、

計画の作成、事業の実施などへの側面的支援を行います。 

 ・平成２１年度 61 地区２６７名で編成 

②②②②    「まちづくり協議会」が設立され、事業を展開する地区には、地区公民館の標準的な職員体制（館長１名・

主任１名・主事１名）に加えて、原則として、嘱託職員１名の配置を行い、「まちづくり協議会」の事務局を

担います。 

 ・平成 21 年度地区公民館６１館：公民館職員数２１９名（館長含む） 

 財政支援 

○○○○「「「「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり協議会協議会協議会協議会」」」」設立設立設立設立・・・・運営助成事業運営助成事業運営助成事業運営助成事業（交付率 10/10、限度額 5 万円）    

 まちづくり協議会の組織設立や運営の支援 

○○○○地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ計画作成支援事業計画作成支援事業計画作成支援事業計画作成支援事業（交付率 10/10、限度額 5 万円） 

  まちづくり協議会が地域コミュニティ計画を作成するために実施する事業 

○○○○協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり助成事業助成事業助成事業助成事業（交付率 4/5、限度額 40 万円）    

まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ろうとする事業 

○○○○協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり特別支援事業特別支援事業特別支援事業特別支援事業（交付率 10/10、限度額 80 万円）    

協働のまちづくり助成事業に同じ（嘱託職員増員配置に替え事業費を選択する場合） 

○○○○女性女性女性女性コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ活動推進助成事業活動推進助成事業活動推進助成事業活動推進助成事業（交付率 3/4、限度額 3 万円） 

女性団体が中心となって、地域コミュニティの推進につながる事業 

 

 

３ 地域コミュニティ計画の作成 （平成２１年度末現在の計画数２３地区/６１地区） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 



 

４ 平成２１年度 各協議会の主な事業 
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５ 効果 

 平成２０年４月より、「市民と行政による協働のまちづくり」の実現を目指し、６１地区公民館を単位とし

て「まちづくり協議会」の組織化について提案しました。 

 組織化の検討では、各地区自治会が中心となり、住民が主体となって話し合いが進められました。 

 本市では、協働のまちづくりが進められるよう地区公民館職員が協議会の事務局を担い、また、市職員によ

るコミュニティ支援チームを結成し、協議会に必要な行政情報の提供などの支援を行いました。 

 各地域では、自分たちの住んでいる地域についての課題や問題、また地域の魅力や文化、歴史など、改めて

地域を見つめ直し、地域の将来を考え、地域住民が力を合わせて地域を良くする取り組みの必要性が全地域で

盛り上がってまいりました。 

 このような状況の中、本市としても協議会が主体となって取り組まれる事業に対しては、平成２１年度も人

的・財政的支援を行っており、今後、各地域における地域の特色を生かした住民主体の協働のまちづくりの展

開が期待されます。 


